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事業の一部譲受けの基本合意に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成18年12月21日開催の取締役会において、平成19年４月２日を目処に関西を商圏

とするアケボノ物産株式会社の事業のうち、日用品雑貨卸売業に関する事業を譲り受けることを、

また同時に、日本製紙クレシア株式会社の出資子会社で、紙製品雑貨卸売業を営むアルボ株式

会社の事業を譲り受けることを決議し、各社と基本合意書を締結いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

記 

 

１．アケボノ物産株式会社の事業譲受けの理由 

当社とアケボノ物産株式会社は、関西地区事業の強化について検討して参りました

が、この度、関西において高い信頼と歴史を誇るアケボノ物産株式会社と、長年にわ

たり首都圏で強力な営業活動を展開している当社が関西地区の事業を統合して行う

ことに合意し、当社がアケボノ物産株式会社の日用雑貨卸売業に関する事業を譲り受

けることといたしました。これにより、当社の地域対応機能がさらに強化され、巨大

市場「東名阪」における事業基盤をより一層強固なものとして参ります。 

 

２．アルボ株式会社の事業譲受けの理由 

当社は従来よりカテゴリー（注1）を括りとして、メーカー様・お得意先様両者のニ

ーズに応じた様々な機能と価値を提供する「カテゴリーコントラクター」（注2）と

しての経営に取り組んでまいりました。そこで、マーチャンダイジング機能（注3）

における品揃え強化の一環として、これまで、ダイシン株式会社との糾合によって「医

療衛生用品カテゴリー」を、株式会社ヤマヤ商事とチヨカジ株式会社との糾合によっ

て「化粧品カテゴリー」の拡充を図って参りました。そして、この度、より一層最適

な品揃え機能を高めるために「紙製品カテゴリー」の充実を図るべく、首都圏有力紙

製品卸のアルボ株式会社の事業を譲り受けることといたしました。 

 

 

 

 

 



 
（注1） カテゴリーとは 

消費者が明確に認識できる商品のグループのこと 

 

（注2） カテゴリーコントラクターとは 

商品を単位とした単なる取引ではなくカテゴリーを基本単位とした需要

創造と供給最適化をもとに製・配・販の全体最適化を推進するコーディ

ネーターのこと 

 

（注3） マーチャンダイジング機能とは 

需要創造するために地域に対応した最適な品揃え、販促提案、店頭活性

化提案などの機能のこと  

 

３．事業譲受けの内容 

（１） 譲受け部門の内容 

アケボノ物産株式会社 日用品雑貨卸売事業 

アルボ株式会社 紙製品雑貨卸売事業 

 

（２） 譲受け部門の経営成績 

部門別の詳細を現在精査中であり、判明次第速やかにお知らせいたします。 

 

（３） 譲受け資産、負債の項目および金額 

   現在精査中であり、判明次第速やかにお知らせいたします。 

 

（４）譲受け価額および決済方法 

今後、協議の上決定いたします。 

 

４．アケボノ物産株式会社の概要 

（１） 商 号        アケボノ物産株式会社 

（２） 主な事業内容        日用品雑貨卸売業 

（３） 設立年月 日        昭和２２年９月５日 

（４） 本店所在 地        大阪府東大阪市宝町２１番３６号 

（５） 代 表 者        河野 義和 

（６） 資本金の 額        ４９，４０５千円 

（７） 従 業 員 数        ８１名（平成１８年３月期） 

（８） 売 上 高        １１，５７５百万円（平成１８年３月期） 

（９） 当社 と の 関 係       資本関係および人的関係はありません 

 

 

 

 

 



 
５．アルボ株式会社の概要 

（１） 商 号        アルボ株式会社 

（２） 主な事業内容        紙製品雑貨の仕入販売 

（３） 設立年月 日        昭和２８年２月２５日 

（４） 本店所在 地        東京都中央区日本橋小舟町２番９号 

（５） 代 表 者        秋枝 敬規 

（６） 資本金の 額        ４０，６００千円 

（７） 従 業 員 数        １０８名（平成１８年３月期） 

（８） 売 上 高        １６，１７８百万円（平成１８年３月期） 

（９） 当社との関係        資本関係および人的関係はありません 

 

６．事業譲受け日程 

 平成１８年１２月２１日   取締役会決議 

 平成１８年１２月２１日   基本合意締結 

 平成１９年 ２月２２日   事業譲渡契約締結（予定） 

 平成１９年 ４月 ２日   事業譲渡期日（予定） 

 なお、今回の譲り受けについては、株主総会を開催する予定はありません。 

 

７．会計処理の概要 

  未定 

 

８．今後の見通し 

   今後の当社の業績に与える影響等につきましては、本基本合意締結をもって具体的

な検討を行うことから、現段階では未定であります。詳細が判明次第、速やかにお知

らせいたします。 

以上 


